
「長岡市地域防災計画 令和５年度修正（案）」に係るパブリックコメントの実施結果 
 
１ 概要 

  (1) 実施期間    

令和６年２月１日（木曜日）から同月20日（火曜日）まで 

(2) 実施の周知   

市ホームページへの掲載並びにアオーレ長岡東棟１階情報ラウンジ及び各支所地域振興・市民生活課（栃尾支所にあっては、地域振

興課）への備付け 

(3) 意見提出者   

１人 

(4) 意見件数    

４件 

 
２ 寄せられた意見と市の考え 

No. 該当箇所 意見の概要 意見に対する市の考え 

１ ２編１章23

節（ライフラ

イン強化対

策（上水道）） 

３業務の内容⑴施設・管路の耐災害性の強化①重要施設の耐震化の推進

ウの次に次のように加えてはどうか。 

 

なお、長岡市における令和３年度末の水道管関係の耐震化率は次のとお

り 

基幹管路耐震適合率 32.9％ 耐震化率 32.9％（長岡市） 

浄水耐震化率 ○％ 取水池耐震化率 ○％ 

 

（理由） 

能登半島地震で上水道関係の耐震が重要であることが判明しており、地

域防災計画において上水道関係の耐震状況を「見える化」することが重要

である。 

地域防災計画は、市の災害対策に係る総合的

かつ基本的な計画であることから、水道事業の

施設管理や経営に係る個別の数値等を本計画

で記載することはしません。 

したがいまして、御指摘の部分については、

原案どおりとします。 

なお、本市では、「長岡市水道事業経営戦略」

に基づき、計画的に施設の耐震化を進めていま

す。 



２

 

 

 

 

２編１章23

節（ライフラ

イン強化対

策（上水道）） 

「新・新潟市水道事業中長期経営計画～新・マスタープラン～」34ペー

ジのように、耐震化の優先順位を明示するため、３業務の内容⑴施設・管

路の耐災害性の強化①重要施設の耐震化の推進に次のように追記しては

どうか。 

  
 水道管の耐震化は、○○○○○○○○○○（例：医療機関への供給管路、

老人福祉施設への供給管路、指定避難所への供給管路 等）を優先して耐

震化する。 

 御指摘の箇所については、Ｎｏ．１のとおり、

地域防災計画が災害対策に係る総合的かつ基

本的な計画であることから、原案どおりとしま

す。 

なお、水道管の耐震化については、No.１の

とおり「長岡市水道事業経営戦略」に基づき行

っています。 

３ ２編１章７

節（避難場

所・避難所事

前対策） 

２各主体の責務及び業務の内容⑵市の役割①指定避難所等の指定(ﾃ)の

次に次のように加えてはどうか。 

 

(ﾄ) 指定避難所は、自治会・町内会未加入者や帰省住民、旅行客であっ

ても利用できると、自治会・町内会や避難所管理者に平時の段階で周

知する。 

 

（理由） 

能登半島地震において、帰省した人が一時的に指定避難所を利用してい

た事例があった。また、他地域で町内会未加入者が避難所を利用しようと

したところ、追い出された事例があった。長岡まつり大花火大会期間中に

災害が発生することも想定される。 

自治会や町内会、避難所管理者によって、自治会や町内会の未加入者や

帰省者などが排除されないことが非常に重要であり、災害時は混乱するた

め、事前に明記することが必要である。 

 指定避難所等では住居を失った一般被災者

のみならず、通勤者などの帰宅困難者を含め、

被災者の居住地を問わず受け入れることにつ

いて、「長岡市指定緊急避難場所・指定避難所

開設運営マニュアル」で明記し、当該マニュア

ルのホームページでの公表を通じて平時から

周知しています。 

したがいまして、御指摘の箇所については、

原案どおりとします。 

なお、御指摘のあった事項について、市民の

皆様への周知を一層図るため、ながおか防災ホ

ームページの緊急避難場所・避難所のページ

に、避難所等へは誰でも避難できる旨を掲載し

ました。 

４ ２編１章29

節（食料・生

活必需品の

確保） 

２各主体の責務及び業務の内容⑸市の役割①物資等の備蓄イ中「避難

者」の次に「（自治会・町内会未加入者、旅行客、長岡市に住民票を置い

ていない帰省住民など含む）」を加えてはどうか。 

 

（理由） 

 能登半島地震において、正月帰省して被災してしまった人や観光客に非

常食や救援物資を配布した事例がある。ある報道によれば、能登半島地震

におけるある指定避難所では、地元住民以外の避難者が３分の１を占めて

 御指摘の箇所については、Ｎｏ.３のとおり、

指定避難所等が利用者の属性等を特定するも

のではないことから、指定避難所等における備

蓄物資の使用の主体も当然にこの考え方が妥

当するため、原案どおりとします。 



いたとのこと。また、外国人住民（日本人にもいますが）の中には、自治

会・町内会未加入の傾向がある。 

 「帰省していた」「長岡市で生活していない」「自治会・町内会未加入」

という理由だけで、コミュニティセンター等に設置された指定避難所で、

救援物資・備蓄食をもらえないことはあってはならず、災害時は混乱する

ため、事前に明記が必要である。 

 


